
計画の目標第3章

　誰もが住み慣れた地域社会の中で快適に暮らしていくために、すべての人たちが希望と安心に満
ち、幸せを実感できる福祉社会の実現を目指します。

　目指す将来像を実現するためには、人としての尊厳と自由が守られ、生きがいをもって社会活動
に参加できるよう、さまざまな障壁を取り除くことが大切です。また、お互いの理解を深め、共に
助け合い、共に生きるという考えに立ち、全ての市民との協働により「地域共生社会」を実現してい
かなければなりません。
　本計画では、七尾市民ふれあい福祉条例に基づき「希望と安心に満ちた福祉都市」の実現のため、
以下の3項目を基本理念とします。

１．目指す将来像

２．基本理念

　　　《目指す将来像》

「希望と安心に満ちた福祉都市」

１．すべての人が尊重され、共に生きるまちづくり

２．偏見や障壁がなく、自由に社会参加できるまちづくり

３．心豊かで、生き生きと暮らせるまちづくり
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　地域福祉の将来像である「希望と安心に満ちた福祉都市」を実現するため、本計画の基本方針を
次のように定めます。

基本方針１ 支え合いの「しくみ」づくり

　人口減少や少子高齢化の進行から、地域のつながりが弱くなっている状況の中、住民一人ひとり
のつながりを強化し、地域コミュニティの活性化を図りながら支え合える「しくみ」を強化する地域
福祉ネットワークづくりを促進します。

基本方針2 支え合いの「こころ」づくり

　地域活動を進めていくために、活動の中心的リーダーや、活動を担う人材となる人を育成します。
また、支え合う意識づくりや福祉の「こころ」を育む福祉教育の充実に努めます。

基本方針３ 支え合いの「活動の場」づくり

　地域における「活動の場」や活躍できる場づくりを促進し、積極的に支援します。また、勤労意
識のある人が働ける場やさまざまな交流の場づくりを促進します。

３．基本方針

・地域福祉体制の充実
・安心して暮らせるしくみづくり
・安心して生み育てられるしくみづくり
・人にやさしい環境づくり
・適切な福祉サービスの利用促進
・健康づくりの支援

・地域福祉を支える人づくり
・支え合う意識づくり

・地域における活動の場づくり
・就労・雇用の促進
・地域交流の促進
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４．地域福祉の施策体系図
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